
（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 519,799 千円

（歳出）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 7,787,313 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位：千円)

国(県)
支出金

町債 その他

引き上げ分の
地方消費税
(社会保障財
源化分の市町
村交付金)

その他

3款1項1目 社会福祉総務費 2,081,601 1,451,003 0 12,498 128,914 489,186

3款1項3目 老人福祉費 7,143 565 0 1,009 1,161 4,408

3款2項1目 児童福祉総務費 392,382 219,461 0 1,490 35,754 135,677

3款2項2目 保育所費 213,132 0 0 13,088 41,722 158,322

3款2項3目 児童措置費 3,195,166 2,740,612 42,500 150,064 54,642 207,348

3款2項4目 児童福祉施設費 94,445 10,551 0 46,526 7,794 29,574

3款2項5目 母子福祉費 13,316 6,657 0 0 1,389 5,270

5,997,185 4,428,849 42,500 224,675 271,376 1,029,785

3款1項1目
社会福祉総務費
(国保特会繰出分)

317,679 193,261 0 0 25,949 98,469

3款1項2目 国民年金費 1,078 1,078 0 0 0 0

3款1項4目 介護保険費 554,999 0 0 99,741 94,951 360,307

3款1項6目 後期高齢者医療費 442,352 70,976 0 1,564 77,130 292,682

1,316,108 265,315 0 101,305 198,030 751,458

4款1項2目 予防費 188,171 7,968 0 4,829 36,577 138,797

4款1項3目 母子保健費 285,849 131,814 0 87,793 13,816 52,426

474,020 139,782 0 92,622 50,393 191,223

7,787,313 4,833,946 42,500 418,602 519,799 1,972,466

1.「社会福祉」とは、生計の困難な者や心身に障がいのある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保すること

　・児童福祉　・母子福祉　・高齢者福祉　・障がい者福祉（身体障がい者福祉・知的障がい者福祉・精神障がい者福祉）など

2.「社会保険」とは、保険的方法によって社会保障を行う制度の総称

　・国民健康保険　・介護保険　・年金など

3.「保健衛生」とは、国民の健康を保つための施策

　・医療に係る施策　・感染症その他の疾病の予防対策　・健康増進対策など

※一般的な事務費及び人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）については除外しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費
その他社会保障施策に要する経費（令和8年度一般会計当初予算）
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※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

社会保障施策に要する経費 歳出経費
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